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第６章 

計画の進捗管理 
 

１ 推進体制 

本計画の推進に関しては，⾏政機関，事業者，地域・企業などそれぞれの⽴場から⽀援を⾏うと

ともに，連携・協働により取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【民間・企業・法人】 

・会社，組合 

・商店街 

・商工会議所 

・NPO 

・病院 など 

【事業者】 

・幼稚園事業者 

・保育事業者 

・小規模保育施設 

・家庭的保育施設 

・認可外保育施設 

・障害児通所支援事業者 など 

【地域】 

・ファミリー・サポート・ 

センター提供会員 

・⺠⽣委員 

・⾏政区⻑ 

・保健推進員，食生活改善推進員 

・まちづくり協議会 

・自治会 など 

連携 

こども 

・ 

保護者 
連

 
携

 

支援・応援 

連
 

携
 

連 

携 

支援・応援 

【行政機関】 

大崎市 

・子育て支援課 

・健康推進課 

・社会福祉課 

・高齢障がい福祉課 

・教育総務課 

・学校教育課 

・生涯学習課 

・防災安全課 

・建設課 

・農政企画課 

・産業商工課 

・政策課 

・まちづくり推進課 など 

連 携 

【附属機関等】 

・大崎市子ども・子育て会議 

・⼤崎市⺟⼦保健連絡協議会 

・大崎市特別支援連絡協議会 など 

助言・提言 

報告等 

支援・応援 

支援・応援 
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２ 計画の点検・評価 

本計画については，下記の図の PDCAサイクル＊に基づき進⾏管理を⾏います。 

また，計画に定めた「量の⾒込み」や「確保量」が実際の状況と⼤きく乖離した場合には，⾒直

しを⾏います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DO 

[施策の実行] 

PLAN 

[計画策定] 

大崎市 

こども計画 

  
ACTION 

[取り組みの 

見直し・改善] 

CHECK 

[点検・評価] 

報告・協議 助言・提言 

大崎市子ども・子育て会議 


